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最近、社会保障制度をはじめとして、労働基準関係法制、労働安全衛生対策、ハラスメント対策などに

ついて、今後の改革（制度変更）の方向性が立て続けに示されています。 

以下で、主に企業実務に影響がありそうなものを紹介します。 

重要な制度変更の動きあり！ 社会保障制度・労働基準関係法制など 

★令和７年にはさらに議論が本格化し、制度変更の内容が具体化されていくと思われます。なかには、先送り

や立ち消えとなるものも出てくるでしょうが、動向に注視して、必要な情報を適時お伝えするようにします。 

なお、税制においても「103 万円の壁」の見直しなどが進められていますので、これについても同様に適時

お伝えするようにします。 

希望する離職者のマイナポータルへの「離職票」の直接送付を開始（令和７年１月～） 

･････････社会保障制度・労働基準関係法制などの制度変更の方向性（令和６年 12月初旬の状況）･････････ 

   2025（令和７）年１月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービ

スが開始されます。「離職票（雇用保険被保険者離職票）」は、離職者が雇用保険の求職者給付（基本手当等）を受

給するために必要となる書類で、ハローワークが交付するものですが、それが離職者に送付されるまでの流れに、

バリエーションが加わります。 

厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、そのポイントを確認しておきましょう。 

＜社会保障制度関係＞ 

□ 短時間労働者への被用者保険の適用について、企業規模要件（従業員51人以上）および賃金要件（いわゆる106万円

の壁）を撤廃する 

加えて、被保険者となる方の手取りが減らないよう、保険料の事業主負担割合を企業の判断で引き上げられる仕組みの

導入も検討 

□ 被用者保険の適用について、常時５人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消を図る 

□ 在職老齢年金を見直す（廃止or基準額の引き上げ） 

□ 厚生年金保険の標準報酬月額の上限（現行65万円）を引き上げる 

□ 高額療養費の自己負担限度額を見直す（引き上げand所得区分の細分化） など 

＜労働基準関係＞ 

□ テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制（コアデイの導入）を検討する 

□ 定期的な休日の確保のため、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設ける など 

＜労働安全衛生関係＞ 

□ ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大する など 

＜女性活躍推進・ハラスメント関係＞ 

□ 101人以上300人以下の企業においても、男女間賃金差異の情報公表を義務とする 

□ 女性管理職比率の情報公表を義務とする（義務の対象は、101人以上の企業） 

□ カスタマーハラスメント対策を、事業主の雇用管理上の措置義務とする など 

＜今後の規制・制度改革の検討課題＞ 

□ 賃金向上、人手不足対応のため、次のような事項を検討する 

・「年収の壁」支援強化パッケージの手続き円滑化 

・副業・兼業の円滑化（過度な競業避止義務の抑制） 

・時間単位の年次有給休暇制度の見直し など 

（次ページへ続く） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/10 ● 12 月分の源泉徴収税・住民税特別徴収税の納付 

1/20 ● 納期特例適用 令和 6 年 7 月～12 月徴収分の源泉徴収税の納付 

1/31 

● 12 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● 11 月決算法人の確定申告と納税・5 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 2 月・5 月・8 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

● 労働保険料の納付（延納 3 期分） 

● 労働者死傷病報告書の提出（休業 4 日未満／令和 6 年 10 月～12 月） 

● 法定調書の提出（税務署） ● 給与支払報告書の提出（市区町村） 

高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます（令和７年４月～） 
2025（令和７）年４月から、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高 15％」から「最高 10％」

に引き下げられます。厚生労働省から、高年齢雇用継続給付を受給予定の方、申請予定の事業主の方に向けて、
その内容を周知するためのリーフレットが公表されましたので、確認しておきましょう。 

★高年齢雇用継続給付を考

慮して、高年齢者の賃金を決

めている場合には、再検討が

必要となります。 

このリーフレットでは、対

象者の方の説明や、改正後の

支給率早見表も紹介されて

いますので、「全文を見てみ

たい」という場合は、気軽に

お声掛けください。 

◆あとがき◆ 

明けましておめでとうございます。皆様にとって幸せな 1 年となりますように、本年もより一層尽力し

てまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。 

･････････････････2025年１月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付する 

サービスを開始します！（厚生労働省のリーフレットより抜粋）･････････････････････ 

･････････････令和７年４月１日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します（厚生労働省）････････････ 

★「事業所から離職者に郵

送等を行う事務がなくな

る」というのはよいです

が、このサービスを利用す

るためにはいくつかの条

件があります。 

その条件を含め、不明な

点があれば、気軽にお問い

合わせください。 

 

お仕事 

カレンダー 

1月 

 


